
栃木県後期高齢者医療広域連合 障害者活躍推進計画 
 
 

機関名 栃木県後期高齢者医療広域連合 

任命権者 広域連合長 佐藤 栄一 

計画期間 令和２年 11月１日～令和７年３月 31 日（５年間） 

栃木県後期高齢者医 

療広域連合における 

障害者雇用に関す 

る課題 

栃木県後期高齢者医療広域連合事務局は、栃木県及び県内の市町

からの派遣職員と非常勤の会計年度任用職員で構成されており、障

害者である職員は、現在、在籍していない。 

派遣職員は、広域連合と派遣元市町の併任となっており、人選は

派遣元市町が行っている。 

広域連合が直接採用している会計年度任用職員は、これまで障害

者に限定した募集・任用は行っていない。 

今後は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法

律（令和元年法律第 36号）の趣旨及び規定に基づき、障害者であ

る職員が在籍する可能性も考慮した体制整備を行う必要がある。 

目標 

①採用に関する目標 ○障害者である職員が在籍する場合を想定し、職員の障害者雇用の推

進に関する理解を促進する。 

○障害者である応募者を念頭に置いた適正な募集・採用を行う。 

②定着に関する目標 ○障害者である職員が在籍するこことなった場合、適切な環境整備等 

に努め、不本意な離職者を生じさせない。 

取組内容 

１．障害者の活躍 

を推進する体制整備 

○障害者雇用推進者として総務課長を選任する。 

○障害者である職員の相談窓口を総務課に設置する。 

○障害者雇用推進者は、障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場

合、速やかにこれを選任し、所管の公共職業安定所に選任の届出書

を提出する。当該選任しようとする者が資格要件を満たさない場

合、労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講さ

せる。 

２．障害者の活躍 

の基本となる職務の 

選定・創出 

○障害者雇用推進者は、障害者である職員が在籍することとなる部署

の課長や担当者で構成する障害者雇用推進チームを設置し、当該職

員が能力を発揮するための職務を選定し、創出する。 

○障害者である職員が就任した後は、当該職員を障害者雇用推進チー

ムに加え、定期的に職務の確認、見直しを行う。 

３．障害者の活躍 

を推進するための環 

境整備・人事管理 

○障害者雇用のリーフレットを活用し、職員の障害者雇用に関する理

解を促進する。 

○広域連合事務局長は、年に２回障害者である職員との面談を行い、

必要な配慮等の有無を把握することとし、相談内容を踏まえ適切な

措置を講じるとともに、当該職員の能力を発揮するための環境整備

や人事管理を行う。 

４．その他 ○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の

活躍の場の拡大を推進する。 

 


